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（午後 ５時０１分 開会） 

○白井課長 それでは定刻となりましたので、これより令和７年度第２回東京都医療安全

推進協議会を開会いたします。 

  私は本協議会の事務局を担当しております、保健医療局医療政策部医療安全課長の白

井でございます。議事に入るまでの間、進行を務めさせていただきますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  委員の皆様におかれましては、お忙しい中、ご出席賜りましたことに心より感謝申し

上げます。 

  開会に当たりまして、医療改革推進担当部長の杉下より、ご挨拶を申し上げます。 

○杉下部長 皆様こんにちは、東京都保健医療局、杉下でございます。 

  本日はお忙しいところ、第２回の協議会にご参加いただきまして、誠にありがとうご

ざいます。 

  本日は第１回に引き続きまして、東京都医療安全支援センターの運営方針及び医療安

全推進のための方策等についてご協議いただきます。 

  最近の医療を取り巻く動きといたしましては、令和６年４月から医師の働き方改革と

して、医師の残業時間に上限を設ける制度がスタートしております。医師が健康に働き

続けることのできる環境を整備することは、医療の質、安全を確保する上で、重要とな

っています。 

  医療法に基づく立入検査においても、令和６年度から「医師の働き方改革」に関する

項目を追加して確認をしております。今回は、令和６年度医療法に基づく立入検査の結

果でこちらについてご報告させていただきます。 

また、令和７年４月に施行されました「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」

では、公務の従事者をカスタマー・ハラスメントから守ることを基本に据え、公務の特

殊性や現場ごとの特性を踏まえ、防止対策を検討することがうたわれております。 

  今回、協議事項として、「患者の声相談窓口」でのカスタマー・ハラスメントの対応

について取り上げる予定としております。それぞれのお立場から活発なご議論をお願い

できればと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○白井課長 それではまず初めに、委員の出欠状況についてご報告いたします。本日は播

磨委員よりご欠席のご連絡をいただいております。オンラインでのご参加の委員は、小

林委員、石川委員、児玉委員、鈴木委員、横山委員、田中委員でございます。 

  オンラインでご参加の委員の皆様方、ぜひともカメラはオンにしていただければ幸い

です。 

  なお、荒神委員、田中委員におかれましては、遅れてのご参加というご連絡をいただ

いております。また、本日ですけれども、傍聴の方が１１名いらっしゃいます。 

  続きまして、資料の確認をさせていただきます。 

  事前にお送りさせていただきましたとおり、右上に通し番号をつけております。 
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  次第及び資料１から５まで、参考資料１から２がございます。不足等ございませんで

しょうか。 

  本協議会は、参考資料１の設置要綱第７によりまして、会議並びに会議録、資料は公

開となっておりますので、ご了承お願いいたします。 

  オンラインでご参加されている委員の皆様につきましては、事務局からお願いがござ

います。先ほどカメラを常にオンにしていただきたいということでお願いしましたけれ

ども、マイクのほうはご発言される以外は、ミュートにしていただければ幸いです。ま

た、ご発言の際は、挙手ボタンを押してからお願いいたします。そしてご発言の際は、

初めにお名前をおっしゃっていただけますよう、ご協力をお願いいたします。 

  それでは、本日の議事に入ります。 

  以後の進行につきましては、矢野会長にお願いしたいと思います。矢野会長、よろし

くお願いいたします。 

○矢野会長 今日は皆さん、お忙しい中、お集まりいただいてありがとうございます。東

京は今日はちょっと温かいかと思っていますけれども、北のほうは、北陸などはもう大

雪で、私は若い頃、新潟県の十日町で２年間、医者をやっていまして、電話線をまたい

で歩いていた覚えがあるので、人ごとではないと思いながら、ニュースを見ております。 

  それではこの議事次第に沿っていきたいと思います。まず、報告事項の（１）アから

お願いいたします。 

○事務局 事務局より報告させていただきます。 

 資料２をご覧ください。 

  今年度の東京都医療安全支援センターの取組状況についてです。 

  取組状況につきましては、おおむね予定どおりに実施しております。表の上から、本

日実施している医療安全推進協議会や保健所を対象としました連絡会、研修会、住民を

対象とした患者の声相談窓口などは、これまで同様に継続して実施しています。 

  医療機関に対する医療安全に関する普及啓発として、病院を対象とした講習会につき

まして、１１月１９日から１１月２５日の医療安全推進週間を含めた期間にオンデマン

ド配信で実施いたしました。 

  医療安全推進講習会では「医療安全の文化醸成とナレッジマネジメント」をテーマに、

北里大学の荒井先生に講義をしていただきました。「院内で医療安全活動を続けていく、

広げていくためのヒントを学ぶことができた。」「医療安全の確保には課題を指摘しや

すい風土、雰囲気づくりが大事だということがよく分かった。」などの感想が寄せられ

ました。 

  立入検査から把握した医療機器の安全使用の取組の課題について、独立行政法人医薬

品医療機器総合機構にお願いをして「医療機器安全管理責任者に必要な医療機器の基礎

知識」について講義をしていただきました。「ＰＭＤＡナビの活用、情報提供から院内

への周知に向けた取組について参考になった。」「医療機器といっても範囲が広くてよ
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く分からなかったのですが、具体的にどのように医療機器の管理をすべきなのかが分か

りました。」などの感想が寄せられました。 

  病院管理講習会、患者相談窓口担当者講習会では、「医療機関における暴力・カスタ

マー・ハラスメント対応」をテーマに、慶應義塾大学の前田先生に講義をしていただき

ました。「カスハラの理解に向けたマニュアルの整備、利用者へ向けた案内等、参考に

なった。」「医療従事者を守るためにも、体制の整備などの措置を行うことが重要だと

感じた。」などの感想が寄せられました。どの講義も、アンケートに好評の回答を多数

いただくことができました。 

  続いて、患者の声相談窓口ですが、１２月末までの相談件数は４，２０４件と、昨年

度と比べて減少傾向にあります。資料にはありませんが、平均相談時間は昨年度よりも

延長傾向となっています。本日は協議事項で、「患者の声相談窓口」の事例を基に、カ

スタマー・ハラスメント対策について検討をお願いしたいと思っております。 

  最後に、普及啓発の取組についてです。 

９月１７日の世界患者安全の日に合わせて、都庁第一本庁舎、隅田川橋梁、臨海副都

心に、関係機関のご協力も得て、ライトアップを実施し、医療安全に関する普及啓発を

図ることができました。また、ライトアップの様子をまだ実施していない自治体の病院

から資料として活用させてほしいという依頼があり、写真提供をすることで、都内だけ

でなく医療安全に関する普及啓発に貢献することができました。 

  令和７年度の取組状況については以上となります。 

○矢野会長 ご説明ありがとうございました。この件について、ご質問やご発言はござい

ますか。 

  講演会など、こういった普及活動を毎年のように一生懸命やられて、ライトアップも

されている。ライトアップについては、見た人は何のライトアップか分かるのですか。 

ところでアナウンスはしていますか。 

○事務局 アナウンスはしています。都庁のライトアップについては、「世界患者安全の

日」でライトアップを行いますというアナウンスをしています。 

○宮脇委員 宮脇です。今回、隅田川橋梁ライトアップを東京都が実施するお知らせをい

ただき、医療過誤原告の会でライトアップ見学ツアーを実施しました。参加は２０人ぐ

らいでした。当日は、日没から１５分たったらライトアップするという案内で、待ち構

えていましたら、物すごく大きい音、バシッという音で一気に１０か所の橋梁がオレン

ジに変わり、「おおっ」という感じだったんですね。この取り組みについて、ホームペ

ージや報道機関に案内したという報告は大事だと思います。今年は長野県の松本城もラ

イトアップを始めたり、私たちの会が各県に要請した要請文を長野県はホームページに

載せていただきました。こういう働きかけは地道なようですが、医療安全の大事さを少

しでも考えるきっかけになればいいと思います。東京都も引き続き、またいろんなとこ

ろに広げていただいき、今後は特に特定機能病院とか大きい病院に要請していただくと、
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都民の方への影響が大きいかと思います。 

  以上です。 

○矢野会長 ありがとうございました。 

 さっきの写真、「おおっ」ブワーッという感じでしたっけ、橋が並んでいて。 

○事務局 お示しした写真は、橋１か所の写真です。 

○矢野会長 「おおっ」という感じはどうだったのかと思いましたけれども。ありがとう

ございました。 

  東京都はこういうふうに取り組まれていますけれど、長野県でもされていると。宮脇

さんたちが推奨するというよりも、厚労省とかが各自治体にやろうというようなアナウ

ンスあるのですか。東京都は自主的にやりましたという感じですかね。 

○事務局 厚生労働省からはライトアップのアナウンスはないです。 

○矢野会長 今、ライトアップははやりで、どこでもいろいろなところでやっていますか

ら、全国的にやればインパクトがあるし、ニュースにもなったりするのと思いました。 

○宮脇委員 関東でも大船観音や高崎観音などの観光名所がライトアップされています。 

  今年度は埼玉県も、さいたまスーパーアリーナなど、着々と広がってきています。東

京都が全国のライトアップを牽引しているという印象を我々は持っています。 

○矢野会長 ぜひとも、ほかの自治体にも広がるといいと思います。ありがとうございま

す。 

  ほかに何かご発言ございますか。 

（なし） 

○矢野会長 ありがとうございました。 

  それでは次の立入検査について、ご報告をお願いいたします。 

○事務局 事務局の糟谷と申します。令和６年度の医療法第２５条第１項の規定に基づく

病院の立入検査の結果につきましてご説明いたします。 

  検査結果の詳細につきまして、資料３をご覧ください。 

  本会議では、その資料の中からかいつまんで検査結果の概況をご説明いたします。 

まず、２ページをご覧ください。 

  令和６年度は総計２３２病院に対して立入検査を実施しました。前年度、令和５年度

は総計２３５病院の実施でしたのでほぼ同数となります。内訳としましては、医療法に

係る法令不備が認められて指摘を行った病院は計１１１病院であり、これは全体の約４

８％に相当します。 

  続いて、文書指導を行った病院は計１１２病院で、これは全体の約４８％に相当し、

口頭指導のみ行った病院は計９病院で、全体の約４％という結果でした。指摘、文書指

導、口頭指導のいずれも行わなかった病院はございませんでした。 

  続いて、資料２４ページをご覧ください。 

  診療用放射線同位元素又は放射線治療装置を保有して、診療を行っている病院に対す
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る立入検査の総数は計１０５病院でした。こちらの放射線施設の立入検査の実施頻度は

毎年となるため、前年度と同数となります。内訳としましては、指摘を行った病院は計

１病院、文書指導を行った病院は計３５病院、口頭指導のみを行った病院は計２５病院、

そして指摘、文書指導、口頭指導のいずれも行わなかった病院は計４４病院という結果

でした。 

  次に、ここ最近のトピックスとしまして、令和６年度の立入検査から新規で追加され

た検査項目についてご説明します。 

  資料６ページをご覧ください。 

  令和６年４月から医師の働き方改革が施行され、診療に従事する医師の時間外労働時

間の上限が原則年９６０時間とされ、年９６０時間超の時間外・休日労働が可能となる

のは、都道府県知事の指定を受けた医療機関で、指定に係る業務に従事する医師のみと

なりました。 

  すべての医療機関に対して、時間外・休日労働が月１００時間以上となることが見込

まれる医師に対しては、面接指導を行うことが義務付けられ、時間外・休日労働時間が

月１５５時間超となった医師等が認められる場合には、労働時間短縮のために就業制限

等の就業上の措置を講じることが求められるようになりました。 

  この項目については、計２病院に対して最も厳しい評価である「指摘」を行いました。 

  「指摘」は、時間外・休日労働が月１５５時間を超える医師がいるにもかかわらず、

労働時間短縮のための措置を取っていなかった病院、時間外・休日労働が月１００時間

以上となることが見込まれる医師に対して面接指導を行っていなかった病院、特定労務

管理対象機関の医師のうち時間外・休日労働が年９６０時間超となることが見込まれる

医師に対し、休息もしくは代償休息を確保していなかった病院に対して指摘を行いまし

た。 

  戻りまして、資料３ページをご覧ください。 

  医療法定例立入検査の結果の概況について、ご説明いたします。 

  検査の指摘・指導区分で最も厳しい評価である指摘の対象となった項目で最多は、臨

床検査関係で２５％となります。こちらは表の左下に位置しております。こちらの項目

が最多なのは前年度に引き続いて同様の傾向となります。 

  平成３０年１２月より、医療法等の一部を改正する法律の施行により、病院等で検体

検査を行う場合の精度の確保に係る基準が適用されたことに伴うものでございますが、

法令改正の認識不足や、院内での検体検査業務の対象を誤認していたことから、未整備

の病院が多かったものと考えられます。 

  令和６年度で２番目に指摘の対象となった項目で多かったのは、病院管理・施設使

用・院内掲示等で１５．９％となります。こちらも表の左下に位置しており、先ほどの

臨床検査関係の３行ほど上に位置しております。こちらの項目が２番目に多いのも、前

年度に引き続いて同様の傾向となります。変更許可の未申請事項に対してでしたり、麻
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酔科を診療科目として公告している場合に、麻酔科医の氏名を併記していないなどの重

大な広告違反のある病院に対して指摘となりました。 

  続きまして、令和６年度で３番目に指摘の対象となった項目で多かったのは、診療用

放射線に係る安全管理体制で８．６％となります。こちらは表の左上に位置しておりま

す。本項目に関しては、特に放射線診療従事者に対する診療用放射線安全利用のための

年１回以上の研修を実施していない病院が数多く見受けられました。 

  次に資料２５ページをご覧ください。 

  放射線施設の定例立入検査の結果の概要についてご説明いたします。 

  検査の指摘指導区分で最も厳しい評価である指摘を行ったのは計１病院のみに対して

となりました。こちらは表の左下に１．０％と表記されているものが該当します。先ほ

どと同様、放射線診療従事者に対する診療用放射線安全利用のための年１回以上の研修

を実施していない病院に対して指摘となりました。 

  放射線施設の立入検査の実施頻度は毎年であり、およそ３年に１回の頻度で実施され

る医療法定例立入検査と比較して、指導や助言、改善のチェックが短いスパンで行われ

るため、指摘や指導のない病院が数多く存在するものと考えられました。 

  私からの令和６年度の医療法の規定に基づく病院の立入検査の概況説明は以上となり

ます。 

○矢野会長 ありがとうございました。 

  立入検査についてのご説明があって、特に放射線のことと医師の働き方改革について

の指導について触れていただきましたが、何か確認事項等ございますか。 

  医師の働き方改革で実際に文書等で指摘したり指導したりしたものに対して、病院か

ら既に改善対策も来ているのでしょうか。 

○事務局 随時、こちらで立入検査の結果を伝えまして、改善報告をもらっている状況な

ので、全てが済んだわけではないのですが、確認を進めているところでございます。 

○矢野会長 大体はやりますと答えてもらえるのですか。 

○事務局 そうです。面接や記録を残すということなので、取り組んでいただくというこ

とで話をしております。 

○矢野会長 病院はいろいろなニーズに応えなくてはいけない中で、例えば、心臓血管外

科や救急などは、患者さんを実際に診療している時間と、そうではない時間、それが自

己研鑽なのかどうなのか、なかなか判断が難しいようなところもあるのですが、そのよ

うなことが問題になったとかがありましたか。 

○事務局 基本的には、時間外労働の時間を報告してもらいまして、それを基に規定どお

りやられているかという確認なので、その内容までを精査することは現在のところでき

ておりません。 

○矢野会長 できない理由として、そういったことがあって、あまり形式的になってもい

けないし。なかなか難しい。待機するというのは遊んでいるわけではないけれども、残
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らなければいけないし。あまり厳しいことを言うと、あれも仕事だこれも仕事だとなっ

てしまう面もあると、現実的でなくなってしまうので、各病院もいろいろと苦労されて

いるのだろうと思いますが。 

  ほかに何かご質問等ございますか。 

  はい、どうぞ、荒神委員。 

○荒神委員 荒神です。 

  ７ページのところなのですが、医療安全管理体制の整備の点で、ここの内容を拝見し

ますと、重大事故発生時の体制に関して指摘が６％と、ほかの部分に関して少し割合が

多いように思いました。 

  質問事項は、医療事故調査制度に係る院内体制の不備というのは具体的にどういった

内容で、その質問の趣旨はこの中身がその医療機関に対する支援内容として、今後、厚

生労働省もこの部分は注目しているところだと思いますので、具体的に東京都としても

どういった病院に対して支援をお考えであるのかという点も併せて、教えていただける

とありがたいです。 

○事務局 この検査項目に関しましては、医療事故調査制度に関しまして院内でのマニュ

アルなどを通じてしっかり職員とかに周知されて、しっかり、いざというときに対応で

きるような体制をしいているかというところを重点的に見ているものです。 

○荒神委員 ということは、事故発生時の対応マニュアルが、十分備えられていないとい

う点を、院内体制の不備と指摘されているということで合っていますか。 

○事務局 そういうことです。 

○荒神委員 ありがとうございます。 

○矢野会長 ありがとうございます。 

  私は、赤十字病院や病院機能評価で感じるのですが、中小規模よりも、もう少し大き

めの病院では大体は整っている。でも実際、立入検査で、本当に中小規模の病院もチェ

ックすると、そういった事故がめったにないから整備されていないという状況なんです

か。 

  多分徳洲会などの団体はその団体として徹底しているので小さくてもできるのでしょ

うけれども、孤立した病院でいろいろな情報が入らないと、それはいわゆる自治体等の

研修会などでアナウンスしたりということになるのだろうと思います。 

  ほかにご意見ございますか。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○矢野会長 こういったことも経時的に改善できたか・できていないかということもご報

告いただくといいのかと。何が多かったということだけでなく、だんだん減ってきたの

かということもあると思いますのでよろしくお願いいたします。 

  報告事項については二ついただきましたけれども、そのほかに何かございますか。 

  よろしいですか。 
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（なし） 

○矢野会長 それでは、協議事項に移りたいと思います。協議事項としては、「声窓」等

におけるカスタマー・ハラスメント対策についてということで事務局からご説明をお願

いいたします。 

  やり方を先に確認したいのですが、取りあえず前振りをしていただいて事例ごとに進

めるということでよろしいですか。 

○事務局 ではまず初めに、事務局のほうから説明をさせていただきます。 

  資料４をご覧ください。 

  カスタマー・ハラスメントの防止に関する施策の基本的な事項を定めました東京都カ

スタマー・ハラスメント防止条例が、令和７年４月１日に施行されました。 

  都において、条例と指針のほか、各業界団体が定めるマニュアルの共通事項等を定め

る各団体共通マニュアルを作成しております。資料５をご覧ください。 

  各団体共通マニュアルに、公務現場についてという項目で、公務現場でのマニュアル

策定に当たって、個別に対応が必要な留意事項を記載しているものになります。 

  患者の声相談窓口の相談対応におけるマニュアル策定をするに当たり、今回、委員の

先生からご意見をいただけたらと思っております。 

  改めてになりますけれども、今回ご検討いただきます東京都医療安全支援センター患

者の声相談窓口の概要についてです。 

  こちらは、安心して医療機関にかかるための方法を一緒に考える相談窓口で、お話を

よくお伺いした上で、相談者と医療機関等との信頼関係の構築へ向けての助言を行い、

ご相談の内容によっては適切な担当部署、専門機関をご案内しています。医療行為にお

ける過失や因果関係の有無、責任の所在の判断、決定は行っていません。また、医療機

関との紛争の仲介や調整は行っていません。 

  対象は、東京都内にある病床数が２０床以上の病院になります。原則電話相談のみで、

１回当たり３０分以内の相談をお願いしております。ホームページやリーフレットに明

記はされていませんが、単回の相談で、継続相談の対応はしていません。 

  年間相談件数の推移です。こちらは第１回の協議会でも報告をさせていただきました

が令和６年度は年間６，３９３件で年々減少しています。相談件数の減少はありますが

平均相談時間は１７．２分と、年々長くなっている傾向があります。 

  ここから検討していただきたい事例について紹介させていただきます。 

  事例①「相談窓口への過度な要求と思われる事例」です。 

  相談者は７０代の男性で、相談時間は約９０分でした。相談内容は病院が不正をして

いる。法テラス、警察、役所にも相談しているがどこも対応してくれないというもので

した。相談者とのやり取りでは、窓口での役割について説明すると「ほかの窓口も案内

できない、何も解決策がないというのはどういうことか」「泣き寝入りしろということ

ですか」「電話でしか話を聞くことができないのであれば、その旨一筆書いてほしい」
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とのことでした。 

  既に相談者が様々な窓口に相談をしているため、ほかに案内できるところはありませ

んでした。また、ホームページやリーフレットでも、原則電話での相談と案内済みで、

一筆書くなどの対応もしていません。本来業務でない書面の作成を強要する行為は、要

求内容の妥当性の欠如と考えられます。さらに、相談時間が１時間を超えているため終

了を伝えるも「私が希望しているのだから応じられないというのはおかしい」と、相談

終了の合意を得ることはできませんでした。 

  このような長時間にわたり拘束を続ける行為は、手段・態様の不相当性に当たると考

えられます。このような事例に相談員はどのような判断をして、どのように対応したら

よいのか、特に終了するためにはどのような対応をしたらいいのか。対応後の記録や報

告、所内体制で気をつけたほうがいい点などについて、検討をお願いします。 

○矢野会長 事例を一つ一つやっていきます。 

  これは答えがあるわけではなくて、何が正解というわけでもないのですが、ここにお

られる方々は恐らくそういう相談対応の経験もされていると思います。これは業務中に

業務妨害的に話す、ハラスメント的なことにあたるというよりも、仕事の延長としてや

っているということもあって、また、相手方も声窓について我々みたいによく分かって

いるわけではなくて、とにかく東京都に何か訴えたら何かやってくれるのではないかと

いうような思いもあって、かけてくる人たちもいるのだろうと思います。 

  今回は、この事例①についてどう対応するといいのか、あるいは自分たちはこういう

相談があったときにはどう対応しているか、何かご助言等があればお願いいたします。 

  特段、結論出すわけではないので、皆さんのアドバイスをお聞きし、あとはそれを事

務局で対応していただくということですが、いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。宮脇委員、お願いします。 

○宮脇委員 相談対応が年間約８，８００件ですか、令和６年度では、過度な要求という

のはどれぐらいあるのでしょうか。 

○矢野会長 どのぐらいの頻度であるかというところですね。本当に極端な例は、どうし

ようもないというのもあり、みんなでカバーし合うのでしょうけれど、こういうのがし

ょっちゅうあって、相談という業務自体が困っているというようなことであれば、それ

なりの対応を手順に入れておかなければいけないわけですし。めったにない特殊例はマ

ニュアルに書きようもないでしょうから。 

  例えば、９０分ぐらいの、時間だけでいうとどこかにデータはあるのですか。 

○事務局 ３０分を超える相談がどのくらいあるとかということを公表しているデータは

ありません。 

  相談と苦情とで大きく分けていて、相談のほうが割合的には多いのですが、約３割は

苦情となり、対応が難しいものが多くなります。 

○宮脇委員 かなりベテランの方が対応されていると思いますが、私たちも医療事故被害
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者の、深刻な被害者の相談の対応をやっています。その中で、うちの役員の人でもコミ

ュニケーション力がついた方と、なかなか慣れていない方がいます。相談を受けている

うちに何か話がこじれてしまう場合だってあります。 

  そういうときは人を代えて、この人は傾聴が必要だなという場合は傾聴の割と上手な

方に振ったりしながら対応しています。いろいろ意見を言われる方は医療の質の向上の

ために私たちは宝だと思っています。受ける側が力量アップする必要があるのか、それ

とも、そもそも言ってくる内容自体に問題があるのかななど、難しい点があるかと思い

ます。 

  患者の相談窓口にいろいろ難癖をつけても何のお金にもならないし、そこで不満を爆

発させること自体を何か目的として電話してくるというのはめったにないと思います。

たまたまその電話を取った職員が相談について全部解決しなければならないとかそうい

う形であればちょっとかわいそうだなと思います。そこはすぐ誰かバックアップできる

体制とか、普通の企業だったら上司がすぐ登場するのですけれども、そういう手だてを

取っていけばそんなに現場の担当職員がすごく落ち込んだり苦悩しなくて済む手だてが

何かあるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○矢野会長 ありがとうございます。 

  チームである程度対応することで、個人の力量の差もある。ただ、何も解決策がない

とはどういうことかとか、泣き寝入りしろってことですかという、相手方の発言だけ見

てもそのバックグラウンドが分からないから、この場合はどうすべきかというのは難し

いでしょうけれども、実際に話がまとまらないで最終的にはどうやって終わったのです

か。 

○事務局 ９０分ぐらいお話をされて、最終的には言いたいことを言って終わったという

ことになります。 

○矢野会長 傾聴して、それなりの時間はかかったけれども相手方は分かったと。どうい

う分かり方かにもよりますね、ここに電話してもしようがないと思ったのか、相手の納

得の仕方にもよるとは思いますが。 

  大事なことの一つは時間の区切り。でも、一律ではなくて内容によっては大分違う。

我々、外来診療して、１０分ぐらいで終わってしまう人もいるし、１時間ぐらいかける

人もいるから、内容によることもあるけれども、これ以上は困るというのはあります。 

  一応３０分という基準だけはできているのだけれども、幾ら込み入っていてもここま

ではというところは、マニュアルにはなっていないということですか。 

○事務局 原則３０分以内ということは、ホームページ等にも書かせていただいているの

で、長くなったりするようであれば、時間は伝えさせていただくということはしていま

す。一律に時間になったから終わりにするというわけではなく、お話を聞く中で必要が

あれば、聞かせていただくことはしています。 

今回の事例のようにお伝えをしても、終わりではなくて、自分が納得するまで付き合
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ってほしいという話になってしまい、納得をいただけないというところがあり、終わら

せるというのも難しいような状況で、一方的に切るということもできず、最終的には１

時間半という時間がかかったということになります。 

○矢野会長 Ｗｅｂでご発言の方はございませんか。 

○児玉委員 児玉ですけど、よろしいですか。 

○矢野会長 お願いします、どうぞ。 

○児玉委員 幾つかあって、事例①②③それぞれちょっと恐らく色合いがあるので、一つ

一つ共通点があり、また違うところもあるとは思うのですが、納得できれば納得してい

ただくまでお話を聞きたいという思いを持って、これ患者の声相談窓口の役割として、

まさに注意事項にも書いて、パンフレットにも書いてありますが「ご相談をよくお伺い

したうえで、相談者と医療機関との信頼関係の構築に向けての助言を行います」という

のが患者の声相談窓口の目的ですので、だんだん目的を外れてきて、感情の処理のため

に相談員の方が、率直な言い方をすれば人間の尊厳を傷つけられるような侮辱的な取扱

いをされることは少なからずあるようにお聞きをしています。 

  今般、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例が制定をされて、条例をきちんと読

んでいただくことで、カスタマー・ハラスメント防止条例が一体何をしようとしている

のかということを共有し、この声窓を開設している東京都の方も、また、この協議会で

も、カスタマー・ハラスメント防止条例の理解を共有しておく。さらには、このカスタ

マー・ハラスメント防止条例の趣旨をもう少しパンフレット、広報等にはっきり盛り込

んでいただいたほうがよいと思います。 

  少し誤解があるのは、カスタマー・ハラスメントという悪いものを処罰しようと言っ

ているのではなくて、カスタマー・ハラスメント防止条例は、カスタマー・ハラスメン

トの定義はもともと「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑

行為であって、就業環境を害するものをいう」こういう言い方をしています。 

  ご参考までに、東大病院のホームページをご覧いただきますと、働いている人一人一

人の自尊心を傷つけるような行為自体も迷惑行為として診療拒否の根拠としてホームペ

ージにあらかじめお書きになっています。 

  患者の声相談窓口の一人一人の相談員に対して、このカスタマー・ハラスメント防止

条例は、基本理念第三条に書いているところですが、第１項は「カスタマー・ハラスメ

ントは、顧客等による著しい迷惑行為が就業者の人格又は尊厳を侵害する等就業環境を

害し、事業者の事業の継続に影響を及ぼすものであるとの認識の基、社会全体でその防

止が図られなければならない」。第２項は「カスタマー・ハラスメントの防止に当たっ

ては、顧客等と就業者とが対等の立場において相互に尊重することを旨としなければな

らない」。 

  相談をされる方が、自分は被害者なので相談相手に対して厳しい言葉を使ってもいい、

長時間時間を拘束し、自尊心を傷つけるような言葉を投げかけてもいいということでは
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もはやなくなっています。特にこのカスハラ条例について注意を要すべきところは、労

働法規であることです。就業者が最前線にいるわけで、その人が顧客等と向き合ってい

て苦しんでいるわけですから、まず、第一に対処の義務を負っているのは、相談者を雇

用している東京都です。東京都がこういうカスタマー・ハラスメントを許さないという

ことをはっきりとあらゆる場面で明記をしていかなければならない。そういう社会に変

えようというのが、現在のカスタマー・ハラスメントに関する法令の意味ですし、それ

からよくあることですが、この相談者はいい相談者、この相談者は悪い相談者、あるい

は上司に話したりして悪い相談者を排除してほしいとか、そういうことをやられること

が現場の相談員にとってエスカレーションをやられることが大変大きなストレスになっ

ているという状況があります。あらかじめ上司がバックアップし、カスタマー・ハラス

メントと上司が判断したときには相談を打ち切る。あるいは担当者を入れ替えて対応す

るにしても、相談者一人一人が精いっぱいやっているその人格の尊厳を害しないように

配慮しながら、上司と組織が対応していくというのが、カスタマー・ハラスメント条例

全体の趣旨ですので、カスタマー・ハラスメントという課題でお話しするときは、一丁

目１番地はやっぱり特に東京都の組織ですので、条例をきちんと踏まえたその利用者へ

の表示、それから全体のシステムづくり、それから上司の対応、さらに組織としての対

応などルールづくりをしていくことで、この患者の声相談窓口は最も日本で歴史の長い

公的な苦情相談窓口ですので、時代の状況に合わせた発展のために、ぜひとも条例の趣

旨をしっかりと生かした対応の手順をつくっていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○矢野会長 ありがとうございました。 

  東京都としてのハラスメント対応というのを、この声窓も東京都の組織だから守ると

いうことと、もう一つは、声窓の目的を明確にしないと目的に合わないところに電話し

てしまった、あるいは指導してもらえるのではないかと認識していたとかという食い違

いが出てくる。 

  赤十字本社には、赤十字病院に指導してほしいという思いでかかってくるのですが、

我々はそういう立場なので、調査して、指導しましたとかというやり取りはするのだけ

れども、声窓にもそういうつもりでかけてくる人がいらしたりすると、そういうことは

してくれないのだということになる。だから、この目的をいかに周知してもらうか、多

分、パンフレットも見ていないかもしれないから、電話をかけると自動で、声窓の目的

をアナウンスするなどで周知するというのは難しいでしょうね。 

  はい、どうぞ、荒神先生。 

○荒神委員 発言機会、ありがとうございます。 

  今日、時間も限られているので、私の個人の意見については既に文書で提出させてい

ただきましたので、今回質問の趣旨は判断と対応ということで、相談員の方が判断する

際に、今回のハラスメント条例はすごく先進的で、東京都が国の範たることをされてい
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ると思いますので、これを現場に落とし込む段階で、その具体的な判断基準と対応方針

というのを、今回例示でご提案をしているのでご参考にしていただければと思ったのと、

もう一つは今、矢野委員長がおっしゃったように、重要事項説明について範型化したも

のを、各相談者に対して使用可能な形にする。それは電子音声のほうがいいといったよ

うな研究の結果も出ていると思いますので、そういったものを活用されるのがいいと思

います。 

  １点、出した意見とは異なる視点の意見として、この問題に対して非常に先進的に取

り組んでいるのは、東京都のほかに札幌市がよく知られていて、札幌市の取組の特徴は

ハラスメント行為を、いわゆる市民に対して掲示をした際に、こういう行為がハラスメ

ントになるんですよという漫画をつけて出したんですね。そうすると、実はやっていた

人たちは、自分の行為がまさかハラスメントだとは思っていなかったということが結構

出て数が減ったといったような実務的な成果の報告も出ています。患者の声相談窓口の

難しさは電話がメインなので、それをどうやって視覚に訴える形にリプレースしていく

かという部分はあるのですが、そういう相手がもしかしたら自分が迷惑行為していると

いう自覚がないということもあり得るので、その点を踏まえながら対応して、あるとこ

ろからは区切って、せっかく条例をつくったのでそれがしっかり適用できる形を、職員

を守るために活用されたらいいのではないかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○矢野会長 ありがとうございました。 

  鈴木委員、お願いします。どうぞ。 

○鈴木委員 よろしいでしょうか、弁護士の鈴木利廣ですが、この問題は要するに、感情

的に、感情が激化した相談者に対してどう対応するかというときに、一つは相談者自体

にどう対応するのかという問題と、それから相談担当者をどう守っていくのかというの

は、何か分けて検討したほうがいいのではないか。問題提起も事例①は、相談員が相談

者に対してどう対応するのかということが問題になっていると思いますが、事例③につ

いては、相談担当者をどうやって守っていくか、相談員をどのように守っていくのか。

これはカスタマー・ハラスメントの防止条例の問題だと思います。それで実は４年前の

２０２２年１月に相談担当者に向けた学習会を開いていて、そこで私と児玉先生で患者

相談についての問題提起をさせていただきました。 

  まず、感情的な相談者に対しては、どのように対応するのかということですけれども、

聞くことで怒りが収まるというアンガーマネジメントと言われていますけれども、とい

うこともあるし、対話的なコミュニケーションで感情が冷静になり得るということにも

なります。それから患者さん自体がきちんとした患者学を学んでいくということでもっ

て、さらに専門的な知識を全く空っぽのまま対応するというのではなくて、自分も学ん

でいくんだということが大事だというようなことを、私としては問題提起をさせていた

だきました。 
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  まずは相談体制が、患者相談窓口は何を目的にしているのかという、先ほど問題提起

ありましたけれども、それを前提にしながら、怒りが激化する相談者もいるわけですけ

れども、その感情的なものをどうやって収めていくのかというのを一つ検討しながら、

収まらない場合にどのように相談担当者を守るために、どのように対応していくのかと

いうような区分が必要かなと思います。 

  以上です。 

○矢野会長 ありがとうございました。 

  コミュニケーションのやり方の問題も含めて、相手方をどうおさめていくかというこ

とと、また後の事例で相談を受ける側を守るにはどうすればいいかというのは、またご

発言はいただきたいと思います。 

  それでは、最後にまとめて全般的に議論する時間も取りますので、一つ一つ進んでい

きたいと思います。 

  それでは、事例②をお願いいたします。 

○事務局 それでは事例②をご説明させていただきます。 

  先ほどの事例と同じように相談窓口への過度な要求と思われる事例ということで挙げ

させていただいています。 

  こちらは６０代男性の方で、相談時間は約４０分でした。相談内容としては、１か月

前に相談をして病院へ電話を入れてもらったけれども、その後どうなったかというもの

になります。相談が終了した後に記録を確認したのですが、連絡したような記録は確認

できませんでした。 

  この事例の相談者とのやり取りでは、患者の声相談窓口の役割について説明をしたの

ですが、「病院へ連絡した結果、どうなったのかまで確認するのが常識だろう」、「窓

口の落ち度だ。ぼったくり、無駄」、「何のための部署なんだ。役割は何だ」とのこと

でした。 

  これは、相談者が患者の声相談窓口が病院を指導して問題を解決してくれるというよ

うな、過度な期待を抱くことにおいて、この期待が裏切られてしまったと感じたときに、

役割を果たしていない、無駄だといった発言に発展してしまったものと考えられます。 

  この相談につきましては、最後は相談者のほうが「もういい」というところで、相談

者のほうから切電をして終了となっています。 

  患者の声相談窓口では、継続の相談はしておらず、単回での相談で特に相談員は前回

の相談状況を確認できずに相談対応しています。過去の相談状況が確認できなくても、

相談窓口の役割を伝えて対応しています。 

  相談窓口の限界を説明しても納得してもらえない場合、どのように対応していったら

いいのか、どのように伝えていったらいいのかということについて、ご検討をお願いい

たします。 

○矢野会長 ありがとうございます。 
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 納得してもらえないというのは、全体的に共通な課題ですけれども、今回の事例は、現

状では単回相談なので、この間相談した件はどうなったと言われても、なかなか対応で

きないのが現状であると。それは数も多いということもあると思います。病院や日赤の

本部のようなところだと、それ程多いわけではないから、連日のようにかけてくる人に

継続的な対応ができるのですけれども。声窓は単回だけで終わっているのが現状なので

すけれども、それについて何かご意見等ございますか。 

  宮脇委員のところも単回ですか。 

○宮脇委員 こういう相談する方にとっては、とても大事に思っているので、相談内容に

ついて記録は残されているわけですよね。 

○事務局 記録は残しています。 

○宮脇委員 そうすると、そのことをもし病院へ連絡したとなると、その返事についても

そのご本人に連絡するかは別として、一応記録に落としているということですよね。 

○事務局 はい。残しております。 

○宮脇委員 だから遡れば、病院へ連絡した記録はなしという、このことがちょっと原因

が分からないんですけれども、どういう対応をされているのか。 

○事務局 同一人物と思われる方からの相談はあったという事実は確認できましたが、相

談の中で、病院へ電話を入れるというようなお話があったとか、実際に入れたというよ

うなことはなかったので、前回のお話でそのようなことにはなっていなかったというこ

とは、確認してわかりました。前回の相談で、そのような話にはなっていなかったので

すが、相談者様としては、病院に連絡をしてくれるというように理解をされて、その後

もご連絡をくださっていたという状況です。こちらの窓口は病院への連絡というのを全

くしていないというわけではないのですが、基本的にはご本人様から病院にお伝えをい

ただくことをご案内しています。病院に連絡をしたとしても、その後の病院の対応は病

院のご判断になるので、こちらでそこまでは確認しませんということは、この方に限ら

ず、窓口の役割としてお伝えさせていただいています。窓口での役割や基本のルールを

ご説明したのですが、そんなはずはないとなってしまいました。 

○宮脇委員 やった・やらないとかという話になってしまうと最悪になるので、お話を受

け止めながら、私たちも丁寧に対応したいと思っているとか、荒神委員も意見書の中で

書かれていますけど、東京都と患者さんとの関係だけでなく、病院の相談窓口にも対話

推進者が患者さんと病院との関係がスムーズになっていくことをサポートする大事な役

割を担うようになりました。患者に寄り添いつつ、コミュニケーションを促すというこ

とに、医療現場がどんどん変わってきています。全部行政が請け負って患者と医療機関

の間を取り持つという形だけではなく、患者さんが本当に病院といい関係ができるよう

な制度の活用ということも積極的にアドバイスされてはいかがでしょうか。該当する病

院と当事者の関係を、より強化していく。それに行政はあくまでも解決する側ではなく

て、それをサポートする、アドバイスするという、そういうことで相談員の方もちょっ
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と肩の荷が下りるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○矢野会長 言った・言わないの問題がありますが、録音はしているのですか。 

○事務局 録音はしていないです。 

○矢野会長 病院に電話すると、今後のサービス向上のために録音させていただきますと

いうのが自動的に流れてくる。交換が出る前にそうなっているところもある。こちらで

幾ら、説明しましたよと言っても、向こうが理解しなかったり、こちらの説明が悪いと

いうことも、もちろんありますから。そういうことを評価したりするのに、膨大な量に

なってしまうのですけれども、録音をある一定期間は取っておくとか。声窓の役割を反

省する意味でも重要かもしれません。ただ、膨大な数なのでどこまでできるか。録音し

てもそれをもう一回聞くにはまた同じ時間必要だから、何か問題のあったものだけを聞

き直すということになるのかもしれませんが。 

  では、これの事例も声窓に何を期待するかということと、リンクしていますね。病院

に指導してもらえると思ったのにしてもらえなかったとかということですから、これも

目的を相談者が理解していないということにも通じているような感じもいたします。 

  ほかに何か、この事例②について、単回相談という切り口でご意見ございますか。 

  どうぞ、児玉先生。 

○児玉委員 児玉です。これもこの患者の声相談窓口ないし医療法に規定する、医療安全

支援センターの機能について、前提は法令が出発点ですので、東京都の公的機関として、

医療法６条の１３第１項１号を見ていただくと、医療安全支援センターの役割として、

「患者またはその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院等における医療に

関する苦情に対応し、または相談に応ずるとともに、当該患者もしくはその家族、また

は当該病院等の管理者（つまり院長）に対し、必要に応じ助言を行う」という権限を、

医療安全支援センターは持っています。 

  やや問題を難しくするのは、患者の声相談窓口の相談に出ておられる方、あるいはそ

れを管理する立場の方が、昨今では医療監視の役割を併任しておられるので、先ほども

この会で、医療監視に関連する数値が報告されているところです。 

  必要に応じ助言を行うことというのは、医療安全支援センターの役割として法定され

ているところですのでやるのか・やらないのか、相談を聞いただけでは、その場で答え

られないことも多々あると思いますが、私は実際に随分以前のことですが、患者の声相

談窓口から院長に対してお話がしたいということで、私が顧問弁護士である病院でした

ので、私のほうで担当者の方、単なる相談員の方ではなく所管課の方とお話をして、ど

ういう対応をするのか、どういう事実関係なのかというようなことをお話したことがあ

りました。 

  何度か医療安全支援センターの研修等でもお話をしているんですが、医療安全支援セ

ンターが次第に、病院の苦情相談窓口と同じような発想で運営されるようになっていっ

て、やや違う面があるということをきちんと理解をされていただく必要があるんじゃな



 

 17 

いかと思います。寄り添うとか、メディエーションとかそういうものとは違います。そ

うではなく、患者に対しても指導ができ、また、医療機関に対しても指導ができる。そ

ういうその法的な権限を認められているのが医療安全支援センターですので、権限行使

の有無というのは、現場の相談の対応というような、病院の苦情相談と同じように扱っ

てはいけない部分があります。その辺りにめり張りをつけた形で、病院に連絡するとい

うことも別にかつてはよくやられていました。よく病院に連絡して事情を聴いて、整理

をして、それをまた戻すというようなこと。これは板挟みになって大変手間のかかるこ

とでご苦労とは思いますが、事例によって深刻重大な被害などが懸念されるときには、

そういう形で実際に助言指導を行われていた事例もありましたし、事実に関する情報収

集の権限もまた、医療安全支援センターは公的機関としてお持ちです。 

  それを踏まえて、現在の運用が医療法６条の１３のもともとの法定の基準から見て、

やや病院苦情相談窓口に類似してきてはしないか。指導助言はどういうときにやり、ど

ういうときにやらないのかというところを、もう少し詰めて、相談員の間できちんと共

有ルール化しておく必要があるのではないかと思います。 

  ルールが曖昧になってはいけない。これは行政ですので、曖昧になっていけないとこ

ろが曖昧になってしまった点がもしあるとしたら、そうならないような手続や手順を、

医療法に基づいての組織ですので、適切に対応していただきたいように思います。 

  以上です。 

○矢野会長 ありがとうございました。 

  役割について、もう一回振り返ることも必要ではないかということで、これは今日の

議論だけでは終わらないので、持ち帰って整理していただいて、ここでまた検討する必

要があるのかもしれません。 

  考えてみたら、私自身も保健所から指導を受けたことあります。施設にいるときにご

指導、ご助言を受けたことがあって、「どうもすみません」と謝罪したこともあります

ので、声窓にはそういう役割もある。でも、それの役割を果たすには、それなりの能力

を持った人が必要ということもあるので、いろいろな大きな問題はあると思いますが、

今後の課題として重要と思いました。 

  ほかにご意見ございますか。 

○荒神委員 今のご意見にはもうそのまま賛成なんですけれども、一つは管理者と言って

いる点に関して、病院の側のお話をすると、医療対話推進者の業務指針が令和８年１月

に更新をされていまして、その中で以前はなかった医療対話推進者に管理者が権限を委

譲するという文言が明確に入りましたので、管理者直接だけじゃなくて、医療対話推進

者にご連絡いただくことで、管理者に権限委譲されているものという位置づけに変わっ

ていると思います。 

  それと児玉先生がおっしゃってくださっている重大危険なものに関しての対応という

のは、恐らくされていて、確かにご指摘のとおり、どこをフィードバックするかという
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点については不明確な部分もあると思うので、整理のいい機会ではないかと思うのです

が、一方で非常にリソースが限られている状況の中で、恐らく今受けている相談件数も

いっぱいいっぱいの状況で受けておられる状況だと思います。 

  先ほど期待値のコントロールというお話がありましたが、多くの相談者の方は、やっ

ぱり病院に伝えてほしいという思いをお持ちだというように、様々なそのデータから拝

見しておりますけど、そのうち伝えられたものに関して、伝えたといったような情報提

供するのかというのが、単回相談の問題になっていて、相談の受け付け方、特に児玉先

生がおっしゃった法律に基づいた対応をするときに、単回相談の扱いというのが、今後

の一つの議論のポイントではないかなと思いました。 

  以上です。 

○矢野会長 ありがとうございました。 

  それでは、またご意見があれば、後からご発言いただきたいと思いますが、次の事例

に移りたいと思います。 

  事例③について、ご説明をお願いいたします。 

○事務局 事例③を説明させていただきます。 

  こちらは、相談員の対応に意見をする事例ということで挙げさせていただいています。

相談者は５０代の男性の方で、本人より精神神経科の受診歴についての発言もあった方

になります。相談時間は約６０分でした。 

  相談内容は、病院の書類の手続の不備についての苦情を述べられており、その中で、

病院への出入りを禁止されているというような発言も聞かれました。最初は病院とのや

り取りについての話をしていましたが、途中から相談員の対応ですとか、窓口の相談体

制についての意見を述べるようになりました。窓口に対する意見への対応について、相

談員が対応を検討するために保留を伝えると「保留ではなくて確認をして折り返しをす

るのが普通」「折り返しの電話をしないことをホームページに書かれていないことであ

れば完全に断ることはできない」というような発言もありました。 

  最終的には保留の了解を得て、相談窓口の対応を確認して回答すると「上司に確認を

できたから今後あなたもうそを言わなくてよくなった」などというような発言もありま

した。また、どんどん声が大きくなってくるので、声が大きいことを伝えると、「大き

いとは何デシベルか。感想で言うな」などと、相談員の対応や相談体制についての意見

ばかりになっていきました。 

  これは本来の相談目的を逸脱して、相談員の言葉尻を捉えて追及すること自体を目的

とした精神的な攻撃になっているように思われました。このような事例で相談員が対応

に苦慮するような相談から守るためには、どのようにしたらいいのか。相談員が相談対

応をどうするかだけではなくて、組織としてやるべきことについても、ご検討をお願い

できたらと思っています。 

○矢野会長 ありがとうございます。 
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  守るというのはなかなか難しいことで、その人のメンタル的なこともあるだろうし、

相手方の攻撃性にもよるだろうし、物事を俯瞰的に見られる人かどうかによってもいろ

いろだと思うのですけれども。時折、個人攻撃になってしまうということがあると、そ

れなりのダメージを受けるということですよね、この相談員がね。そういった視点から、

ご発言いただけますか。 

  体制的なこともあるし、相談者を選ぶ、選ぶのは難しいけれども、病院だったらそれ

に適した相談員を選ぶ。きっと声窓を担当している人は、それなりの経験値があって、

そういうこともよく分かっている。それでもダメージを受けてしまうということなので

しょうか。 

  ご意見ございますか。 

  はい、どうぞ、鈴木委員、お願いします。 

○鈴木委員 鈴木ですけれども、今日だか昨日だか、テレビで見たんですけれども、こう

いうカスハラな対策として、向こうが言ってくる言い方がすごく感情的で、電話を受け

る側がすごく心が傷つくというのを防ぐために、向こう側が言っていることをＡＩを通

じて、すごく柔らかく、言葉にするというようなことが、何か今、開発されているみた

いなんですね。 

  中身自体の、その一言一言の中身は変わらないのですけれども、言い方がすごく柔ら

かくなると。それだけでも、いや、いい方で声が大きいとか、すごく感情をむき出しに

なっている言い方になっている辺りは、そういうＡＩを使って、その相談者の声を相談

担当者が受けるというようなことも一つの方法かなというふうに思います。 

  もちろん、それで中身について、物すごくぶっきらぼうなことを言っていることに対

する対策にはならないわけですけれども、少なくとも言い方に対して心を傷つけるよう

なことについては回避できるということになるんじゃないでしょうかね。 

○矢野会長 ありがとうございます。 

  いろいろ進歩して、仮想の相談者にしてみたりということは、今後あり得るのかもし

れません。そういった技術の進歩があるというご紹介でした。 

  ほかにご意見ございますか。 

  はい、宮脇委員。 

○宮脇委員 相談時間なんですが、私がふだん相談対応で、これはと思うときは、もう軽

く１時間超えてしまいます。なぜかと言うと、苦情に至るまでになった背景とか、それ

からご自身がどういうふうな疾患だったのか、家族関係とか、いろいろなことを聞かな

いと、ご本人が言っているその本当の思いとか経過がなかなかつかめません。だから、

すぐ時間たってしまいます。相談時間が６０分で終わっているというのは、深刻な相談

者の場合、思いを伝えきれずかえって相談窓口と対立してしまう危惧を感じます。 

  東京都の相談窓口の全体は非常に短時間で済んでいるという報告ですが、本当に大変

な相談は少なく、むしろ簡単な問合せとかが主なのでしょうか。深刻な相談は、苦痛で
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ご本人がかなり傷ついたり、警察に行ったり、メディアに行ったりしても全然相手にさ

れなくて、東京都に救ってほしいと相談に来た場合は、その経過や背景を丁寧に聞かな

いと、なかなか一緒に考えるまでにいかないですよね。 

  だから、話したかったことを受け止めたと相手に伝わることに努める。早く処理しよ

うとか、こんなに時間がかかっているなどの気持ちが背景にあったりすると、相談員も

かなり苦しくなるのではないでしょうか。そこらあたりを、ちょっと改善する余地って

あるかなと思います。最終的にお互いに傷つかなくて済むように着地にしていくにはど

うすればいいか、先ほどいろいろ研修とかそういう専門のところでのいろんなケースを

学びながらやっていく方法というのはあると思います。自分や自分の家族の立場に置き

替えたとき、激高する場合があったら、丁寧に話を聞こうとするじゃないですか。それ

が普通だと思うし、何か特別なことでもないので、何らかの工夫をして、お互いに感情

的になるやり取りはやらなくて済むような方法を、編み出せるんじゃないでしょうか。 

  途中で話を打ち切ったりとかそういうのは最悪だなと思います。東京都に対する都民

の信頼を大事にしていくために、改善していく点がいろいろあるんじゃないでしょうか。 

  以上です。 

○矢野会長 １時間ぐらい普通だとのこと。業務内容にもよるのでしょうし、どのぐらい

待っているかにもよるのでしょう。我々も外来をやっていて、たくさん待っている場合

とそうでない場合もあるので、どのくらいお待ちですという表示があるのですか、東京

都、声窓には何人ぐらい待っているかわかりますか。 

○事務局 相談者が待っている状況はわからないです。 

○矢野会長 今、２人でやっているんでしたっけ。 

○事務局 4回線でやっています。 

○矢野会長 でも受話器を置いたら次がすぐかかってくるのですか。休む間もなく。 

 たくさん処理しなければいけない場合と、４人でやっておられるのであれば、１人長引

いた人がいても、ほかの３人でやりくりは可能だと思いますが。 

  はい、どうぞ。 

○児玉委員 よろしいですか。 

  精神保健関連の病院とのトラブルといいますか、病院への不満、苦情ですが、医療安

全支援センターを医療法に基づいて整備するときの、言わば法制度としての典型論点で、

いわゆる精神保健法に基づく相談指導窓口とどういうふうにすみ分けるかというのが、

日本中で課題になっているところです。 

  私が知っているところで、市ぐらいのレベルですと人数が少ないんで、本当に隣の島

で精神保健の苦情相談を受けていたり、指導をやっていたりするというところもあって、

私が直接にお話を詳しく伺っているときに、精神保健のほうで早く引き受けたほうがい

いかな、どうかなと、医療安全支援センターの相談だけで支え切れるかなということを

精神保健の担当者の方が見ていて、これはちょっとうちじゃないと無理だなということ
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で引き受けるというようなやり方をしているという自治体もありました。 

  これもご参考までにというか、ご存じの上でと思いますけれども、この協議会の方に

共有するためにあえて申し上げますが、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、い

わゆる精神保健法で、３８条には、精神病院その他の医療施設でその一般相談支援事業

を行う者と連携を図りながら、患者さんに対する必要な援助を行い及び家族等その他関

係者との連絡調整を行うように努めなければならない。３８条所定の現場での相談支援

です。これと別のものが、都道府県保健所設置市特別区の精神保健法４７条の相談支援

というのがありまして、指定した医師をして、精神保健及び精神障害者の福祉に関し精

神障害者及びその家族とその他の関係者からの相談に応じさせ、及びこれらの者に対す

る必要な情報の提供、助言、その他の援助を行わせなければならないというのが、これ

４７条１項ですが、さらに、この精神保健法に基づく相談援助は同様の役割について、

市町村の情報の提供、助言、援助、これ重層的においておりまして、ちょうど虐待防止

法の市町村と都道府県の連携と同じような制度が精神保健法４７条には定められていま

す。 

  声窓も、全体として何でも受け何でも寄り添う、要は本当に病院の相談窓口の運営と

違う部分、行政としての部分は根拠条文も違うところですので、寄り添って悩んでいる

という状態よりは、これをどの段階で精神保健法４７条ないし市町村の４７条３項４項

の権限などとの、実際に機能しているところです。聞いたところでは、精神病院の閉鎖

病棟も外部への電話をかけられるようにしていないといけないので、閉鎖病棟の電話の

前に、医療安全支援センターの電話番号と、それからこの精神保健の相談窓口の電話番

号と両方書いてあるというような精神病院の状況も、直接に見聞したことがあります。 

  元に戻りますが、法制度の立てつけの異なる医療法６条の１３に基づく相談支援と、

それから指導権限を持つ相談支援ですね、それと精神保健法４７条の相談及び援助、こ

れは精神科の医師が関与することになっていますので、この精神保健に関わる者との組

織的連携を、もう少し明示的なルールがあれば、今この場でご説明いただいてもいいの

ですが、少し長い時間がたつにつれて、相互理解と信頼関係の醸成、それから寄り添い

というようなエモーショナルな部分がどんどん強調されてくるあまり、本来は法制度と

しては、別のしっかりした立てつけの法制度がある、精神保健へのバトン渡しがやや遅

れたかというような懸念も持っていますので、内部のマニュアルシステム等、きちんと

見ていただくことが必要かもしれないと思いました。 

  以上です。 

○矢野会長 ありがとうございました。 

  この点について、事務局で何か答えられることはありますか。 

○事務局 患者の声相談窓口で受けている相談で、精神相談の窓口をご案内するというこ

とはありますが、具体的に先方に連絡をしてつなぐということまではやっていないです。

相談者の方に、窓口として精神保健福祉法４７条の支援をやっているところをご案内す
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るということは行っています。 

○矢野会長 ありがとうございます。 

  精神科のほうでと言われると、逆に拒否される方もおられるのではないでしょうか。

上手にやらないといけないし、そういうことを意識せずにそういった専門の人が対応す

るという流れもあってもよいのかもしれないと思います。 

  ほかにご意見ございますか。 

  吉田委員、何か言い足りないことありますか。 

○吉田委員 吉田です。 

  現場の、実際に働かれている担当者の方のことをちょっとずっとイメージしながらお

話を伺っておりました。 

  初めの頃からお話しされているように、都民の方へのインフォメーション、そちらの

ほうは、まだまだ充足させる必要があるとは感じましたし、単回相談であるということ

のご案内というのも、その場でお話を終わりにするときに、お伝えしなければならない

のかなと思いました。 

  もし、教えていただけるのであれば、実際にこの声窓業務をやっていらっしゃる担当

者の方が、今４回線で稼働されていて、先ほどのお話だと、着信があったときに応受す

るというのは、ある程度選ぶというか、タイミングを計ることができるような形で業務

をされていると認識したのですけれども、例えば９０分であるとか６０分であるとか、

特に相談員の方の傷つくような言葉をたくさん言われた後に、そういうことが重なった

後に、また応受の着信を見たときに、少し戸惑われるんではないかなというふうに思っ

たりしました。 

  そうなると、電話をしている最中は全力で傾聴するという形で集中されるとは思いま

すが、電話が終わった後なり業務のある程度まとまった最後の時間なり、事例を共有し

たり、あとは個人の相談員の方の精神的な回復に向けての何か体制であったり支援であ

ったり、あとは研修であったり相談会であったり、そういった担当者の方に何かやって

いらっしゃる工夫とかというのがおありなのかなと感じました。 

  もちろん、全部が全部、こういった事例ではないのだろうなとは思うのですけれども、

これが１人の方に何回も重なってくると、少し相談員の方の気持ちの疲弊感というのは、

イメージすると、おつらいのではないかなと。もちろん相談いただく都民の方が一番つ

らいのは重々承知ですが、お受けする方のほうも、よりいい状態で電話対応できるとい

いと思って、そういう体制があれば教えていただきたいと思いました。ありがとうござ

います。 

○矢野会長 事務局から何か。 

○事務局 ありがとうございます。今おっしゃっていただいたように、相談員が受けてい

て大変だと思った相談がありましたら、中で共有する体制を取っています。 

  相談員がつらい思いをして抱え込まないような相談体制を取っていることと、勤務の
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状況で皆さんにというところは難しい部分もあるのですが、オンデマンドでの研修等も

増えてきていますので、研修の機会があれば周知をして、受講していただいています。

相談対応の仕方を工夫していただくことで、負担が少なくなるような相談対応ができる

ように研修を活用していただいています。 

○吉田委員 ありがとうございます。 

○矢野会長 ほかにございますか。 

  病院や日赤本社もそうですが、連日電話がかかってくる人がいるような場合は、チー

ムで対応しようといっています。瞬間的に大きな攻撃が来るものに対しては、逆にもう

それで終わりだからということで引きずらないことが多いようにも思ったりもしますが。

そのときの攻撃がひどかったりした場合に、どうすればいいか、その辺、何か妙案はご

ざいますか。一晩か二晩寝て忘れるしかないというようなこと以外に何か。 

  心のケアというのがあるのですが、心のケアお断りという人もいます。あまり心に踏

み込んでほしくないとか。だから、そのケアの仕方もすごく大事で、心のケアよりもそ

ういう環境から離す以外になかったりするのかとも思ったりもします。 

  ただ、本当に瞬間的だと予防もできないし、急に起きることなので、予測もつかない

から、鈴木委員のお話ではないけれども、ＡＩさんに少し聞いてもらってからという話

になるのでしょうか。 

  宮脇委員。 

○宮脇委員 これ、相談業務だけじゃなくて医療現場でも患者さんといろいろあるので、

そこで個々の職員が傷つかないためには、チームでちゃんとケアし合うことが肝心です。

大変なことを、そうだよねと、パッと、ほかのメンバーが分かっているだけで、もう大

変さを引きずらなくて済むので、相談員の方々も情報交換をやりながら、決して１人で

抱え込まないこと、１人にさせず、チームとして問題に対処する。そして、他の方の相

談のいろんなケースも学びながら、成長していく、それで少しずつよりよい対応になっ

ていくんじゃないかなと思います。そういうふうなチーム運営を期待します。 

○矢野会長 ありがとうございます。 

  チームというのは、それが４人なのかもっと幅広いメンバーなのか。私の経験でも２

時間近く対応して、「頭にきたー」と叫んで、はい、次の仕事と切り替えるという人も

いる。そういう発散の仕方も個人によって違うだろうし、そこを面接とかされてしまう

と、かえってまた深刻になってしまう。なかなか難しいですね。 

  何かご意見ございますか。この話題は切りがなくて、幾ら時間があっても話し切れな

いとは思いますし、ぜひとも、今回持ち帰っていただいたことを、次の機会にでもお教

えいただくといいのかと思いますし。 

○宮脇委員 ただ、この相談活動でされあに困難な事態に直面する危惧もあります。 

  我々もいろいろ相談活動をやっていますけれども、我々のボランティア支援が足りな

いからと裁判を提訴してくるとか。相談に来る方が追い詰められているということでは
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ないのだけれども、追い詰めさせるようにしない。どこかで受け止めていくということ

で、次のハレーションを生まないことがすごく大事だし、さらに職員をどうしても守っ

ていかなきゃいけないので、そこのところは相談するときの心構えとして、個人的な恨

みに転嫁させないよう留意することも徹底する。 

  管理する側はちゃんと職員をサポートしていく必要があると思います。 

○矢野会長 ありがとうございます。 

  どうぞ。 

○松本委員 東京都薬剤師会、松本です。 

  現場での話というところで、例えば事例②とかは、現場では「東京都に訴えてやるか

らな」みたいなことを言っていく方とかもいらっしゃるのですね。その内容に対して、東

京都からそういう報告があったりとかもするのですが、現場としては「シュン」となって

しまいます。東京都側とのタッグというのも一つ、情報共有というのも必要なのかなとい

うふうに、今、宮脇委員のお話を聞いていて思いました。 

  もう一点は、事例③のところでは、現場を預かる身としても、上司を呼べと、上司が

出てくるのですけれども、そのときに、どうにもならないなという方も、対応できない

なという方もいらっしゃるんですが、中にはちょっと視点変えて、心を開いて話してく

れる方というのもいらっしゃって解決に向かうこともあるので、この上司の出るタイミ

ングというのがあるか分からないんですが、そういうのも一つの考え方なのかなという

ふうに思いました。 

  以上です。 

○矢野会長 重村委員、別の視点で何かございますか。 

○重村委員 いろいろと実際に相談をお受けになっている方の苦労がひしひしと感じるこ

とばかりだなと思っているんですけれども。ちょっとリーフレットとか情報では、患者

の声相談窓口はこういうことをしていますとお伝えしているつもりになっていても、実

際に相談に来た方が本当にそこを踏まえて来ているかというと、そうではないというこ

とも思っていないと、もう知っている、こちらは自分もその立場なので、知っているん

だろうと思って対応しているとすごくずれるというか、そういうこともあると思うんで

すよね。 

  だから、ご存じだろうけれども、こちらはどういうことはできる。だけれども、こう

いうことは私たちにはできませんということは、曖昧じゃなくて、ここまではできる。

だからお聞きすることまではできるけれども、その先に、患者本人がやることがあって

という、きちんと相談に来ている方もごちゃごちゃで、その辺が分かるように伝えてい

かないと、分からないまま向こうの期待値で、向こうがこうしてくれると思っているの

と、こちらはこういう立場で受けているのですというところがずれていっちゃっている

と、せっかく時間を割いても何かお互いに何だかしっくりしないで疲れるだけみたいな

ことになるなというのは感じました。 
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  私たちのほうは、相談時間４０分で面談なんですけれども、最初にそれは全部アナウ

ンスで、例えばホームページとか出ていますけれども、一番最初に、時間は４０分です

というお話しして。だからもうまず来た方たちは、それ以降は次に相談したい人たちの

時間を取ってしまうことになるわけですから、まず、そこは４０分と、まず思ってもら

えるのと、経過を聞かないと、何に対して苦情なのかが分かりませんから、私たちの場

合は前もって経過とか書いたのをいただいて、それでもなおかつ、最初の１５分ぐらい

は経過をお話しくださいとしているんですね。 

  それで、どこが問題で、どういうふうにしたいのかと。それをするにはどうしたらい

いのかと、割とそういう筋道を立てていくと整理ができてきて、それでもなおかつ理不

尽なときは、それはちょっと無理、私たちには無理ですとか、それははっきり、私たち

はここまではできますけれども、その先はご自分でやってくださいとか、先生と話して

くださいというふうにしています。 

○矢野会長 ありがとうございました。 

  最初、文書でいただいているということで、その背後要因や背景がよく分かった上で

対応するのと、そうではなくて急に表面的なことを言われて表面的な対応になっても、

解決しないということもあるし、指導、助言する立場にあるとしても、これは指導すべ

きことなのかも判断しなければいけないわけだから、短時間でその相談者がそういうこ

とができるのか、できる能力があるのか。そういうことも含めて、今日は解決策という

よりも、いろいろ問題点があるということが共有できたのではないかと思います。 

  声窓の役割、それは利用者、相談する人にも理解してもらいたいのだけれども、逆に

東京都としても声窓のあるべき姿は、今の状況でいいのか、あるいはもう少し違う視点

で考えたほうがいいのか、児玉先生からもご意が見ありましたし、それに立ち戻って考

える。でも、そうだといっても実際に動くためにはどうすればいいのがということもあ

ると思いますから持ち帰っていただいて、関係者の間で検討していただいて、またここ

でご披露いただくといいのかと思います。 

  全体を通して、何かございますか。よろしいですか。 

  Ｗｅｂの方には、ご指名できなかったりしたので、もしご意見等ございましたら、荒

神委員のように文書にして、何らかのアドバイスをいただくと、事務局も大変参考にな

ると思いますので、それも宿題ということで、ぜひお願いしたいと思います。 

○児玉委員 行政という四角四面であった組織の中に、特に医療に関しては２０００年か

ら医療法施行規則改正、医療法改正、２００６年の医療法改正辺りまでで、人間らしい

顔をした医療機関、人間らしい顔をした医療行政を目指した部分があったので、多くの

方の努力と苦労で、この医療安全支援センターを支えられてきていると思います。 

  ただ、私、三つのことをいつも思うのですが、やっぱり行政である以上は法令の枠、

準拠法令や規制している法令の枠組みをきちんと決めていただくこと。それから寄り添

い相互理解を図るときに、それをいつやめるか。ストップの声をかける上司のその決定
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を、チームとしてきちんと整備をしておくこと。それから三つ目は、相談者が前線にど

んどん出ていって精神的に傷つく前に、みんなで支え合い、それからうまくいった事例

を共有してお互いをたたえ合い、それからうまくいかなかった事例について、反省する

だけじゃなくて、仕方がなかった、これは無理だということを共有して愚痴が言えるカ

ジュアルな関係を持っていることが重要です。自分自身の枠を決め、どこまで行くか、

どこで撤収するかということを、私自身、弁護士という仕事をやる中で常に意識をして

いますし、それから今、私が一緒に仕事をしてくれている仲間が、「先生、よく頑張っ

ているね」とか「先生、今回はすごかったね」とか「先生、こんなの先生がやらないの

だからしょうがないよ」なんて周りが言ってくれることで、辛うじて仕事が続けられて

いるので、ぜひそうやって、やっておられると思いますが、私も医療安全支援センター、

心から応援していますので、ぜひその支え合いの輪の中に入れておいていただきたいな

と思います。 

  以上です。 

○矢野会長 ありがとうございました。 

  議事はこれで終了いたします。今、児玉先生にご発言いただきましたが、私も含めて

長期にわたって委員を務めている方を、少しずつチェンジしていこうということであり

まして、今日が最後になる委員の方に、一言ずつお願いしたいと思います。 

  児玉委員、続けて最後のご挨拶をお願いいたします。 

○児玉委員 もう２０年にもなってしまいました、児玉でございます。東京都は２００１

年から全国に先駆けて声窓を設置されていて、２００４年には多摩５地域５保健所でも、 

医療患者さんと医療機関の間に立って相互理解を促進してこられました。医療法改正、

先ほど申し上げたとおり、２００６年の医療法改正でこの医療安全支援センターという

形で、両方の話を聞き、両方の指導をするという役割が法定をされて、当時、１９９０

年代終わり頃からその医療安全支援センター設置の頃までが、ちょうど民事医療訴訟や、

あるいは医療医事紛争の刑事事件化などのピークに差しかかるという時代でした。民事

は２００４年、刑事は２００５年がピークでした。 

  私自身は東京大学医療安全管理学の特任教授として、厚生労働省の医療安全支援セン

ター総合支援事業を受託しておりまして、全国の医療安全支援センターが次々に立ち上

げられ、本当にバリエーションあるんですね。東京都はある意味、東の横綱でしたけれ

ども、それぞれの地域の特性や医師会、歯科医師会、あるいは医療関係団体等の連携の、

それぞれの地域の特性を生かしながら発展していく様子を、多年にわたって毎年の厚生

労働科学研究で報告をさせていただく中で、東京都の医療安全推進協議会の委員も２０

年前から務めさせていただいておりました。 

  医療安全支援センターの性格が随分変わってきているなということを如実に感じるの

は厚労省の所管部署の変化です。当初、医療安全支援センターは、医政局の筆頭課であ

る医政局総務課の医療安全推進室が所管でしたが、この１０年ほどは医療安全推進と、
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それから医務指導室が兼任になりましたし、またさらに改組があって、現在は総務課の

下にある医療安全推進室ではなくて、地域医療計画課に移管になった医療安全推進医務

指導室というものが、医療安全支援センターを所管するようになっています。 

  本当に２０年、大きな変化がありました。医療事故や医事紛争、民事、刑事の紛争や

訴訟が中心だった時代から、今はもう地域医療構想と医療現場の退院調整の大きなご苦

労、それから医療機関の経営赤字と働き方改革。さらに医療施設内で労働事件の頻発す

る時代になり、私自身は相変わらず新しい課題の最前線でまだ頑張っております。 

  医療安全支援センターは最も長く、立ち上げと構想から携わった仕事でしたので大変

思いが残りますし、東京都の保健医療局ともいろいろな形でお付き合いがあります。何

かありましたら、どうぞご遠慮なくいつでも相談をしてください。また、新しく委員に

なられる方々もぜひともどのような歴史と、どのような根拠法令を持って、それからど

のような深い医療側、患者側、そして行政側の思いを持ってこの組織が支えられてきた

かということを、ぜひ継承していただいて、さらに発展させていただくことを心から祈

っております。 

  ２０年間、本当にありがとうございました。 

○矢野会長 ありがとうございました。 

○矢野会長 続きまして、重村委員、お願いします。患者の権利やオンブズマン東京で大

山委員の後を受けて、この委員を務めていただきました。 

  一言お願いいたします。 

○重村委員 大山さんは医療政策研究者でいらしたので、いろいろ医療の歴史であるとか

詳しい方でして、私は本当に相談員としてなので、ここの委員で皆さんの役に立つのか

すごく心もとないような気もしていたのですが、おかげさまで１０年目になって、何か

すごく感慨深いものがあります。 

  それで本当に、医療安全推進協議会というのは、東京都が医療安全に関して、本当に

いろいろな取組もなさっていらっしゃいますし、患者の声相談窓口の担当の方々、皆様、

本当に真摯な対応をなさっているし、分析もものすごくいろいろ立ち会われていること

に関しての報告とか聞かせていただきまして、都民は守られていると、私は感じており

ます。ますます発展していっていただけたらと思っています。 

  長い間ありがとうございました。 

○矢野会長 ありがとうございました。 

○矢野会長 続きまして、鈴木委員、お願いいたします。鈴木委員も本協議会立ち上げの

ときから委員を務められております。 

  一言お願いいたします。 

○鈴木委員 日本における患者安全の歴史があると思うんですけれども、特に制度的に医

療対策が行われ始めたのは２００１年４月に、先ほど児玉先生からもご紹介のあった医

療安全推進室ができてから以降、この２５年だと思います。 
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  しかし、その前史には、１９９９年に二つの出来事がありました。一つは１９９９年

１月から、毎週のように大病院のケアレスミスで患者さんが亡くなるという報道が続く

ことになりました。そして、その９９年の秋には、アメリカの医学研究所ＩＯＭが、

「人は何でも間違える」という報告書を出すことになりました。この９９年の二つの出

来事が、２００１年４月の厚労省の医療安全推進室の設置につながったのではないかと

思っています。 

  その後、内科学会のモデル事業から医療事故調査制度、そして都道府県医療安全推進

協議会、そして産科医療補償制度、こういうようなものができて、それがこの２５年た

ってこの５年間ぐらい、見直しの時期に来ていると思います。医療機能評価機構は、産

科医療補償制度についての見直しを５年前に報告書を作りましたし、去年は厚労省の医

療事故調査制度の報告書ができていますし、一昨年は医療安全調査機構の報告書が出て

います。医療安全は、まだまだ確立されているわけではないと思っています。 

  私はちょうどこの４月で弁護士５０年になりますけれども、新人弁護士の時代から医

療事故対策や患者の権利運動をずっと行ってきました。実は私が弁護士になった３年近

く後に、医療問題弁護団が、医師の人たちの協力を得ながら「医療に巣くう病根」とい

う集会を行って、その翌年の１９９９年に報告書を出しています。「医療に巣くう病根」

という１３０ページぐらいの小冊子が出版されているわけですけれども、ここでは医療

事故の原因が四つあるということを、当時の医師の方々と我々弁護団のメンバーが集会

を開いてまとめることになりました。 

  医療事故の四つの原因というのは、一つは医療者と患者の人間関係が、これパターナ

リズムになっているということ。ここから患者の権利運動が始まるわけです。二つ目に

は保険診療に医療事故対策が何の配慮もされていないということでした。そして三つ目

には医師の教育制度がきちんとできていないということでした。そして四つ目には医療

者の診療環境労働条件が悪過ぎるというところが、医療事故の四つの要因「医療に巣く

う病根」と私たちは定義をしました。 

  医師の働き方改革が、近年、行われていますけれども、既に４５年ほど前から、我々

は医師の労働条件などが医療事故の要因になっているということも、問題提起をしてい

ます。４５年前に挙げたこの四つの要因は、どれ一つとしてきちんと確立しているわけ

では、是正されているわけではないだろうと思いますので、今まだ患者安全は、過渡期

だろうと思いますので、私も東京都医療安全推進協議会に今後とも注目をさせていただ

きたいと思います。 

  ２０年間ありがとうございました。 

○矢野会長 ありがとうございました。 

○矢野会長 それでは最後になりますが、宮脇委員、お願いいたします。原告の会の会長

としてもご活躍いただきました。よろしくお願いいたします。 

○宮脇委員 私は自分の娘が医療事故で亡くなって４３年になります。それから医療安全、
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医療に関わるようになって、現在は、重大な医療事故に遭った方々の相談活動を主にや

っています。さらに事故の教訓が再発防止にどうしたら結びつくか、いろんな関係者の

方々と協働して推進する取組を行っています。 

  東京都の医療安全推進委員会の委員として１２年活動させていただき、東京都がこう

いう大事な役割を果たしているのだというのを、大変申し訳ないですけれども、委員に

なって初めていろいろ知り、驚きが多かったですね。担当されている職員の方が、都民

の不安や健康を守るために、医療機関と患者の信頼関係の確立のために、大変な努力さ

れていることがすごく分かりました。私たちも、患者さんだから医療事故について日々

相談を受けている視点から、気づいたことをここで話させていただきました。その中で

都立病院の医療事故で、先ほど矢野委員長からお話にあった当事者の方が都立病院で講

演するということも、医療安全担当部署の職員の方のご尽力で実現しました。また。広

く都民に医療安全の大事さが分かるような形の、ライトアップも徐々に広がって取り組

まれてきているということは、私たちとしてもすごく励まされてきました。 

  気づいた点は、これだけの奮闘されていることが、実は都民の方に、ほとんど知られ

ていない。私も委員になるまで、ほとんどこの活動を知りませんでした。もったいない

なと思うので、そこのところをホームページの充実であるとか、それから公開講座をや

るとか、都民に積極的にアピールする形でやっていただいて、より安心して医療機関に

かかれるし、医療機関で働いている方々は、より患者の方々とコミュニケーションが取

れるように、東京都の頑張りがもっと見えるように、努力していただければなと願って

います。 

  私たちも引き続き、医療事故被害者の支援活動を通じて、気づいた点を東京都のほう

へお届けしたいと思っています。大変どうもありがとうございました。 

○矢野会長 ありがとうございました。 

○矢野会長 ４人の委員の方も、委員としての立場を離れても、この協議会を後ろから支

えていただければと思います。 

  それでは本日のこの協議会の議事はこれで終了いたします。 

  事務局、お願いいたします。 

○白井課長 本日は長時間にわたりまして、活発なご議論、誠にありがとうございました。

本日いただきました貴重なご意見、ご助言を踏まえまして、今後も東京都医療安全支援

センターの充実を図ってまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  また、長期にわたり委員をお務めいただきました児玉委員、重村委員、鈴木委員、宮

脇委員におかれましては、本協議会の運営に多大なご協力賜り、誠にありがとうござい

ました。 

  これまでのご尽力に深く感謝申し上げますとともに、先ほど委員長からもございまし

たように、今後とも引き続き、様々な形で東京都の保健医療行政へのご指導、ご鞭撻を

賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 
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  本日はこれで閉会いたします。 

  誠にありがとうございました。 

（午後 ７時０２分 閉会） 


